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連携中枢都市圏とは
　人口減少、少子・超高齢社会にあっても、地域経済を
持続可能なものとし、住民が安心して快適な暮らしを
営んでいけるよう、地方圏域で中核的な役割を果たす
連携中枢都市（要件：人口20万人以上であること等）と近隣の
市町が連携協約を締結して圏域を形成する、国が進める
新たな都市制度です。
　この連携中枢都市圏では、圏域内の市町が、連携・協力
して、経済成長のけん引や都市機能の集積・強化、生活
関連機能サービスの向上を目指して各種の事業に取り
組みます。

圏域に求められる役割

連携中枢都市

高松市

■圏域全体の生活関連
　機能サービスの向上

■圏域全体の経済成長のけん引
■高次の都市機能の集積・強化
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瀬戸・高松広域連携中枢都市圏における主な事業（取組）

海外誘客促進事業

ブランド農作物
育成支援事業中小企業経営力強化事業

ＩＣカードを利用した
公共交通利用促進事業

　高松市、さぬき市、東かがわ市、土庄町、小豆島町、三木町、直島町、綾川町の３市５町では、これまで

「瀬戸・高松広域定住自立圏」を形成し、創造性豊かな中核・生活交流圏域の実現を目指して、各種施策・

事業を推進してきました。

　この度、定住自立圏での取組を更に充実・発展させる形で「瀬戸・高松広域連携中枢都市圏」を

形成し、連携する市町の役割分担と相互の連携協力の下、経済を活性化し、圏域全体の魅力を高める

とともに、住民が安心して快適に暮らすことのできる圏域づくりを進めていきます。

瀬戸・高松広域連携中枢都市圏の形成

　圏域の特長をいかしながら、取り組むべき課題である人口減少の抑制や、経済成長の

けん引という観点を盛り込んで、目指すべき将来像を「輝きと活力にあふれ　島、街、里が

織りなす　創造性豊かな交流圏域」としています。

圏域の将来像について
輝きと活力にあふれ 島、街、里が織りなす
創造性豊かな交流圏域

高 さ 東 土

小 三 直 綾

…高松市 …さぬき市 …東かがわ市 …土庄町

…小豆島町 …三木町 …直島町 …綾川町

記号の説明

高 土 小

高 さ 東 土 小 三 直 綾

移住・交流促進事業
高 さ 東 土 小 三 直 綾

高 さ 東 土 綾

こども未来館学習体験事業

高松市こども未来館（平成28年11月開館予定）で
実施する「こども未来館学習」を、

圏域内の児童生徒に
提供します。

高 さ 土 小 三 直 綾

救急艇の活用

高松市が整備した救急艇を活用して、
島しょ部の救急患者の搬送を行います。

高 土 小 直

ファミリー・
サポート・センター事業

会員同士が地域において、
育児について、相互援助活動を行っています。

年会費、
入会金は
無料です。

高 さ 三 綾

地域密着型
トップスポーツチームの
試合観戦機会等の提供
高 さ 東 土 小 三 直 綾

高 さ 土 小 三 綾

新病院整備事業
高 土 小 三 直 綾

Ⅲ

サポート
センター

おねがい
会員

まかせて
会員

コーディネイト

援助を
してほしい人は

援助を
したい人は 人口減少、少子・超高齢社会に対応するため、

県とも連携しながら、圏域のイメージアップや
地域の活性化に資する移住・交流促進策に

取り組みます。

高松市が高松商工会議所と共催で開催する
中小企業経営講習会について、連携市町の

中小企業者にも参加を促し、圏域内の中小企業・
小規模事業者の経営力強化を図ります。

圏域へ外国人観光客を誘致するため、
関係機関や県、近隣市町と連携を
図りながら、観光プロモーションを

積極的に行います。

圏域内の特産農産物について、
パンフレットの配布・作成やイベントの

活用等を通じて、連携してPRを行います。

高松市が、高松市民病院及び香川診療所を
移転統合した新病院を整備し、

圏域の医療水準の維持、充実を図り、
医療を安定的に提供できる体制を確保します。

鉄道系ＩＣカード（ＩｒｕＣａ）を活用
することにより、圏域内における
公共交通サービスを高水準で
均一なものとして提供します。

圏域内の児童生徒等に、高松市内を拠点に活動している
地域密着型トップスポーツチームの試合観戦の

機会等を提供します。

高次の都市機能の集積・強化圏域全体の経済成長のけん引Ⅰ Ⅱ

圏域全体の生活関連機能サービスの向上

©香川アイスフェローズ写真提供 : 香川オリーブガイナーズ球団

（C）KAMATAMARE SANUKI Photo by AELO SPORT/bj-league



その他具体的な事業（取組）一覧

平成28年4月
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高松市と連携する市町
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さ 東 土 小 三 直 綾

01産学金官民一体となった懇談会の設置・運営等

連携する事業（取組） 連携する事業（取組）

02国内誘客促進事業

03観光プロモーション事業

04国内外観光客向け情報発信事業

05瀬戸内国際芸術祭推進事業

06新たな観光プランの企画、販売等

07イベント交流の促進

08デリバリーアーツ事業

09文化芸術鑑賞等の機会の提供

10観光バリアフリーのための
　ＵＤマップ作成・活用事業

11医療人材の確保・育成

12医療職員の交流等

13大学等と連携した、将来の圏域を担う
　リーダーの育成

14産学官連携推進事業

15高松市民病院・塩江分院・香川診療所運営事業

16救急医療体制の確保

17島しょ部(土庄町及び小豆島町)への
　医師派遣事業

18遠隔医療ネットワークを使った連携

19「在宅療養後方支援病院」の施設基準取得
　及び「地域包括ケア病棟」設置事業

20地域密着型サービス
　（認知症対応型共同生活介護）広域利用事業

21医療介護連携事業

22地域包括支援センター運営事業

23認知症ケア推進事業

24地域ケア会議推進事業

25徘徊高齢者保護ネットワーク

26介護認定審査会事業

27自立支援協議会運営事業

28障害支援区分等審査会業務の連携

29移動図書館巡回事業

30読書推進ボランティア養成事業

31帰国児童等支援事業

32特別支援教育推進連携事業

33史跡・遺跡の調査研究及び発信

34高松市埋蔵文化財センターの運営

35中学校総合体育大会等の連携

36高松市屋島陸上競技場（仮称）の活用

37グリーン・ツーリズム等農業振興事業

38産学官連携推進事業（再掲）

39生涯学習推進事業

40男女共同参画センター学習研修事業

41災害時相互応援協定

42香川県消防相互応援協定

43高松空港及びその周辺における
　消火救難活動に関する協定

44消防業務の事務委託

45地域防災対策事業

46一般廃棄物の処理・処分に関する業務

47し尿処理に関する業務

48環境学習等推進事業

49環境負荷の少ない自動車の普及促進

50小型家電等リサイクル推進事業

51不法投棄対策事業の推進
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表の見方

上

下

●
●

01～30までの取組について

さ

31～60までの取組について

52ＩＣカードを利用した公共交通利用
　促進事業（再掲）

53コミバス等へのＩｒｕＣａ導入事業

54橋りょう改築修繕事業

55道路新設改良事業

56ブランド農産物育成支援事業（再掲）

57自然体験等を通じた住民の交流の促進

58人材育成事業、合同研修等の実施

59地域コミュニティ人材養成事業

60公共施設の共同利用、共同設置に
　関する調査・研究事業
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